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表紙

第78回　定時株主総会

招集ご通知

証券コード：1960

開催日時
2025年６月24日(火曜日) 午前10時

開催場所
東京都千代田区二番町２番地
東京グリーンパレス 地下１階「らん」の間
（会場が前回と異なっておりますので、ご来場の際は、末
尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違い
のないようにご注意ください。）

決議事項
第１号議案　剰余金処分の件
第２号議案　取締役１名選任の件
第３号議案　補欠監査役１名選任の件
第４号議案　会計監査人選任の件

　

株主総会にご出席いただけない場合
書面（郵送）又はインターネットにより議決権を行使く
ださいますようお願い申し上げます。
議決権行使期限（書面）
2025年６月23日(月曜日) 午後５時30分到着分まで
議決権行使期限（インターネット）
2025年６月23日(月曜日) 午後５時30分入力完了分まで
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 わたしたちは、自然環境を
 やさしくまもり、育てます。
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 たゆまずに追求します。
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株主各位

株主各位 証券コード 1960
2025年６月６日

（電子提供措置の開始日　2025年５月30日）

東京都千代田区二番町３番地13

代表取締役社長 八 幡 信 孝

当社ウェブサイト　　https://www.suntec-sec.co.jp/ir/library/meeting/

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第78回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第78回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）
について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりま
すので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げま
す。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、ご確認ください。）
　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサ
イトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「サンテック」又は
「コード」に当社証券コード「1960」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情
報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確
認ください。）

　なお、当日ご出席いただけない場合は、書面又はインターネットによっても議決権を行使す
ることができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、本招集ご通知と併せ
てお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2025年６月23日（月
曜日）の当社営業終了時間（午後５時30分）までに到着するようご返送いただくか、当社の指
定する議決権行使サイト（https://www.web54.net）より議決権をご行使いただきますよう
お願い申し上げます。

敬　具
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株主各位

■1 日　　時 2025年６月24日（火曜日）午前10時

■2 場　　所 東京都千代田区二番町２番地
東京グリーンパレス 地下１階「らん」の間
（会場が前回と異なっておりますので、ご来場の際は、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違い

のないようにご注意ください。）

■3 目的事項 報告事項 1．第78期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報
告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類
監査結果報告の件

2．第78期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算書類
報告の件

決議事項 第１号議案　剰余金処分の件
第２号議案　取締役１名選任の件
第３号議案　補欠監査役１名選任の件
第４号議案　会計監査人選任の件

■4 招集にあたっての
決定事項

(1) 書面（郵送）による議決権行使における各議案に賛否の記載のない場合の取
り扱いについては、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

(2) インターネットと書面（郵送）により重複して議決権行使された場合は、イ
ンターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

(3) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた
議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

記

以　上
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株主各位

　● 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知と併せてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提
出くださいますようお願い申し上げます。

　● 書面交付請求をいただいた株主さまには、電子提供措置事項を記載した書面を併せてお送りいたします
が、当該書面は、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
①　連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
②　計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
したがいまして、当該書面に記載している、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告
を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

　● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに修正した旨、修正
前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

当社ウェブサイト（https://www.suntec-sec.co.jp）
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議決権行使等についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛否
をご表示のうえ、ご返送ください。

日　時 行使期限 行使期限

2025年６月24日（火曜日）
午前10時

2025年６月23日（月曜日）
午後５時30分入力完了分まで

2025年６月23日（月曜日）
午後５時30分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

第１号議案・第２号議案・第３号議案・第４号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

・書面（郵送）による議決権行使における各議案に賛否の記載のない場合の取り扱いについては、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
・インターネットと書面（郵送）により重複して議決権行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたしま
す。また、インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
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議決権行使等についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９:00～21:00）
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剰余金処分議案

第1号議案 剰余金処分の件
株主総会参考書類

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
　堅実な財務体質を堅持しながら、配当・自己株式取得を通じて、適切な株主還元を行うことを基本的な方針
としております。
　第78期の期末配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

⑴　配当財産の種類
金銭といたします。

⑵　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金40円とさせていただきたいと存じます。
なお、この場合の配当総額614,192,280円となります。

⑶　剰余金の配当が効力を生じる日
2025年６月25日といたしたいと存じます。

<ご参考＞
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（単位：円）１株当たり配当金の推移　■期末
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取締役選任議案

第2号議案 取締役１名選任の件

やなぎ

柳
さわ

澤
 

　
ぎ

義
いち

一 （1956年８月３日生） 所有する当社株式数……… ―株

新 任

社 外

独 立
　

［略歴、当社における地位及び担当］
1985年３月公認会計士登録
1985年5 月税理士登録
2000年6 月 新創監査法人設立統括代表社員

（現在）
2013年6 月日本公認会計士協会東京会会長
2013年7 月日本公認会計士協会副会長
2016年6 月 日本公認会計士協会東京会相談役

（現在）　

2021年11月金融庁金融審議会専門委員
2022年6 月 株式会社西武ホールディングス

社外監査役（現在）
2022年7 月 日本公認会計士協会相談役

（現在）

　　［重要な兼職の状況］
新創監査法人統括代表社員
株式会社西武ホールディングス社外監査役　
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
柳澤義一氏は公認会計士であり、当社グループ全体の会計基準に関するリテラシーを向上さ
せ、監査実務や会計の知識を指南できる社外取締役として適任であり、同氏に就任いただくこ
とにより当社取締役の業務執行に対する監督機能の強化、経営の透明性を向上させ、より強固
な内部統制システムを構築し、経営体制の一層の強化を図るため、同氏の選任をお願いするも
のであります。

新 任 新任取締役候補者 社 外 社外取締役候補者 独 立 証券取引所等の定めに基づく独立役員

　当社全体の会計基準に関するリテラシーを向上させるために、監査実務や会計の知識を指南できる公認会計士資格
を有する者を社外取締役として選任し、取締役の業務執行に対する監督機能の強化、経営の透明性を向上させること
により、より強固な内部統制システムを構築し、経営体制の一層の強化を図るため、社外取締役を１名増員するもの
です。
　なお、本総会において選任された場合の任期は、当社定款第21条の定めにより、他の在任取締役の残任期間であ
る、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

8
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取締役選任議案

（注）1．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．柳澤義一氏は、新任の社外取締役候補者であります。
3．当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、柳澤義一氏との間で、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定

であり、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。柳澤義一氏の新任が承
認された場合は、同氏との当該契約を締結する予定であります。

4．当社は、柳澤義一氏の新任が承認された場合は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
5．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者は保

険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受ける
ことによって生ずることのある損害が填補されることになります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため
法務省令で定めるものにつきましては填補の対象としないこととしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることになり
ます。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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取締役選任議案

株主総会終結後の
地位（予定）
氏名

企業経営
エンジニア

リング
業界知識

技術・ＩＴ
ガバナンス
コンプライ

アンス
総務

財務会計 国際事業
独立性

リスクマネ
ジメント

代表取締役社長
八幡　信孝

● ● ● ● ●

代表取締役副社長
宮本　賢一

● ● ●

代表取締役副社長
阿部　匡

● ● ● ●

取締役
門脇　祐幸

● ● ●

取締役
井出崎　功

● ● ●

社外取締役
中尾　誠男

● ● ● ●

社外取締役
佐藤　正臣

● ● ● ●

社外取締役
柳澤　義一

● ● ●

常勤監査役
山内　譲治

● ● ● ●

社外監査役
岩田　一男

● ● ● ●

社外監査役
惠谷　英雄

● ● ● ●

（ご参考）本総会終了後の取締役及び監査役のスキルマトリックス（予定）
本招集ご通知記載の候補者を原案どおりにご選任いただいた場合に当社が各取締役及び各監査役に期待する主な知見
や経験は以下のとおりです。

(注)このスキルマトリックスは、全ての知見や経験を表すものではありません。
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補欠監査役選任議案

第3号議案 補欠監査役１名選任の件

く

九
の

 
り

里
 

　
か ず

和
 

 
お

男 （1956年１月８日生） 社 外
　

[略歴、当社における地位]
1974年４月 東京国税局採用
1998年７月 東京国税局調査第一部国際調査課国際調査

専門官
2004年７月 刈谷税務署副署長
2009年７月 萩税務署署長
2014年７月 東京国税局調査第一部次長（特別国税調査

官担当）
[重要な兼職の状況]
九里和男税理士事務所 税理士
株式会社インプレスホールディングス 社外監査役

　

2015年７月 京橋税務署署長
2016年８月 税理士登録（東京税理士会）
2016年８月 九里和男税理士事務所開所（現在）
2020年６月 株式会社インプレスホールディングス社外監査

役（現在）

　

－株
所有する当社の株式数

　

補欠監査役候補者とした理由
九里和男氏は、税理士としての知識・経験等を当社の監査に活かしていただけると判断し、
補欠の社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に社
外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由に
より社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。

　

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は次のとおりであります。

(注) １．補欠監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．九里和男氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３．九里和男氏が監査役に就任された場合には、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
４．九里和男氏が監査役に就任された場合には、同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害

賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項
に定める最低責任限度額とする予定であります。

５．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務
の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されることにな
ります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため法務省令で定めるものにつきましては填補の対
象としないこととしております。
九里和男氏が監査役に就任された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることになります。
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会計監査人選任議案

第4号議案 会計監査人選任の件

名 称 監査法人アリア
事 務 所 東京都港区浜松町一丁目30番５号
業務執行社員
の 氏 名

茂木　秀俊
山中　康之

沿 革 2006年5月29日設立

概 要
資本金800万円
総職員数（非常勤職員を含む） 54人
経営会社クライアント数　31社

　当社の一時会計監査人である監査法人アリアは、本総会終結の時をもって一時会計監査人としての任期を終了しま
すので、新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。
　また、監査役会が監査法人アリアを会計監査人の候補者とした理由は、これまでの一時会計監査人としての職務遂
行状況から同監査法人は、会計監査人としての専門性、独立性、監査品質を具備するとともに監査体制の適切性を有
し、会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を整えていることから、総合的に判断した結果、引き続
き同監査法人が当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
　会計監査人候補者は、次のとおりであります。

（2025年4月30日現在）

以　上
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当事業年度の事業の状況

事業報告（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

1 企業集団の現況

提供書面

(1) 当事業年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果
　当社グループは、第13次中期経営計画（2022年４月～2025年３月）において、経営理念の下、Innovationに
積極的に取組み、持続的成長を目指し、「お客さま、社会のニーズに応える事業基盤の強化」、「安全・品質の確
保と施工力強化」、「人財の確保・育成と働き方改革の推進」、「ＤＸ推進等による生産性・収益性向上」、「ガ
バナンスの確保」、「ＳＤＧｓへの取組み」の６項目を重点方針として取り組んでまいりました。
　しかしながら、2025年３月24日付「次期中期経営計画に関するお知らせ」にて公表のとおり、内部統制の改
善・強化を踏まえ、第13次中期経営計画の期間を１年間延長し、それぞれの現施策の推進に取り組んでおりま
す。
　この結果、当連結会計年度の連結業績は次のとおりとなりました。
　受注高は、663億46百万円（前期比3.5％減）となりました。部門別の内訳は、内線部門（プラント工事部を含
む。）は、国内内線及びマレーシア現地法人の増加により、558億67百万円（前期比20.6％増）となりました。
電力部門は、前期に送電線大型工事を獲得したことが影響し、52億32百万円（前期比68.8％減）となり、空調給
排水部門は、46億83百万円（前期比10.6％減）となりました。
　売上高は、国内外ともに堅調に推移し678億59百万円（前期比33.8％増）となりました。
　利益面では、売上高の増加に加え、資材価格の上昇や人手不足のなか工程管理、原価管理をより一層徹底したこ
とにより売上総利益が28億51百万円増加しました。販売費及び一般管理費は、前期に一時的に発生したインドネ
シア孫会社株式の追加取得（完全孫会社化）に伴うコンサルティングフィー４億63百万円の影響があり前期から
５億48百万円減少し、営業利益21億23百万円（前期は営業損失12億76百万円）、受取地代家賃５億10百万円の
計上により経常利益26億39百万円（前期は経常損失８億円）となりました。投資有価証券売却益２億26百万円の
計上をしたものの訂正関連費用引当金繰入額１億59百万円の計上があり、法人税、住民税及び事業税７億66百万
円の計上により親会社株主に帰属する当期純利益17億48百万円（前期は親会社株主に帰属する当期純損失７億71
百万円）を計上する結果となりました。
　個別業績につきましては、受注高は、289億75百万円（前期比19.2％減）となりました。売上高は、306億76
百万円（前期比10.7％増）となり、利益面では、売上高の増加に伴い売上総利益が増加し、営業利益４億86百万
円（前期は営業損失17億71百万円）、受取地代家賃等により、経常利益９億80百万円（前期は経常損失11億52
百万円）、税金費用の計上により、当期純利益６億46百万円（前期は当期純損失12億24百万円）を計上する結果
となりました。
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当事業年度の事業の状況

第77期
（2024年３月期）

第78期
（2025年３月期） 前連結会計年度比

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 増減率
受注高 68,759 66,346 △2,413 3.5％減
売上高 50,731 67,859 17,127 33.8％増
営業利益又は営業損失（△） △1,276 2,123 3,400 －％
経常利益又は経常損失（△） △800 2,639 3,439 －％
親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△） △771 1,748 2,519 －％

　なお、当社は2025年１月15日付「過年度に係る有価証券報告書等の訂正報告書の提出並びに過年度に係る決算
短信の訂正に関するお知らせ」にてお知らせのとおり、2025年１月15日付で、過年度の有価証券報告書及び四半
期報告書の訂正報告書を関東財務局へ提出するとともに、過年度の決算短信についても訂正しております。過年度
決算の訂正における経緯・連結計算書類への影響額については、以下に記載の補足をご参照ください。

補足１．過年度決算等を訂正するに至った経緯
　当社は、2024年６月25日、当社の会計監査人であったＲＳＭ清和監査法人（以下、「前監査法人」という。）
より、第77期（2024年３月期）の有価証券報告書の連結財務諸表及び財務諸表について監査意見を表明しない旨
の監査報告書及び2024年３月31日現在の内部統制報告書の内部統制監査について監査意見を表明しない旨の内部
統制監査報告書を受領し、同年６月30日付にて前監査法人が退任し、会計監査人が不在の状態でありましたが、
同年９月９日付にて一時会計監査人として監査法人アリア（以下、「一時会計監査人」という。）が就任しまし
た。
　一時会計監査人は過年度決算（第75期、第76期、第77期）について、前監査法人の指摘や第三者調査委員会
（注）の調査結果を踏まえた追加の監査を行い、当社は一時会計監査人の指摘する部分について、上記過年度決算
の訂正及び必要と認められる修正を行いました。なお、訂正に際しては、過年度において重要性の観点から訂正を
行っていなかった事項の訂正も併せて行っております。

（注）当社は、第77期決算（2024年3月期）において、会計監査人から監査意見の不表明に至った事態を厳粛に
受けとめ、適切に対処すべく、より公正性を確保した第三者による調査が必要と判断し、外部の有識者で構成され
る第三者調査委員会を設置、調査を依頼し、判明した事実関係及び問題点の指摘、再発防止のための提言を目的と
する調査報告書を受領し、2024年９月９日付「第三者調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」にてお知
らせのとおり、その調査報告書を公表しております。

補足２．過年度決算訂正の概要
　当社は2024年３月期（第77期）連結会計年度において2022年３月期（第75期）連結会計年度に受注したトン
ネル工事に係る見積り工事原価を596百万円増額し、このうち204百万円は工事損失引当金繰入額として損益計算
書において完成工事原価を計上するとともに、増額後の工事原価総額をもとに算定した工事進捗度により完成工事
高534百万円を計上しました。
　本来であれば、工事損失を認識した時期が2024年３月期（第77期）だとしても、発覚した当該会計年度１期間
で会計処理をすることなく、受注した３年前の2022年３月期（第75期）あるいは2023年３月期（第76期）、
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当事業年度の事業の状況

2024年３月期（第77期）のいずれの連結会計年度に見積り工事原価総額を増額し工事損失引当金を計上すべきか
否か、またいずれの連結会計年度に見積り工事原価総額を反映し工事進捗度を算定した上で完成工事高の測定を行
うべきか検討すべきでしたが、工事損失を認識した2024年３月期（第77期）に一括で会計処理を行っておりまし
た。
　一時会計監査人の指摘により、過年度決算を訂正した主な内容は、以下のとおりです。
 第75期、第76期、第77期
 ・トンネル工事における実行予算の変更すべき時期の誤謬による収益認識の再計算による過年度の訂正
 ・原価回収基準の遡及適用による売上高及び同額の売上原価の過年度の訂正
第75期、第76期
 ・第76期に計上した海外現地法人における従業員賞与計上額１億11百万円の過年度の訂正 （過年度において
　 重要性の観点から訂正を行っていなかった事項の訂正）
 第77期
 ・固定資産に係る減損損失計上額３億25百万円のうち、回収可能性を再検討した結果、第77期に計上した広島グ
    ループの減損損失の計上は、回収可能価額（正味売却価額）が資産グループ簿価を上回ったため、２億29百万
    円を取消し、96百万円に訂正
 ・貸倒引当金繰入額４億45百万円について、一部の工事において債権回収の可能性を再検討した結果、第77期に
    計上した太陽光発電所工事の２現場に伴う完成工事未収入金に対する50％の引当金を100％で引き当てること
    は現状を鑑み、保守的に考えても妥当であると判断したため、３億33百万円を積み増し、７億79百万円に訂正
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当事業年度の事業の状況

（単位：百万円）

期間 項目 訂正前
（Ａ）

訂正後
（Ｂ）

影響額
（Ｂ-Ａ）

増減率
(％)

第75期
2022年３月期

通期

売上高 39,870 39,950 80 0.2%
営業利益 △227 △351 △124 －
経常利益 487 358 △128 △26.5%

親会社株主に帰属
する当期純利益 △31 △124 △92 －

総資産 45,457 45,432 △24 △0.1%
純資産 30,633 30,430 △203 △0.7%

第76期
2023年３月期

通期

売上高 38,745 38,877 132 0.3%
営業利益 △831 △827 4 －
経常利益 △324 △323 0 －

親会社株主に帰属
する当期純利益 436 479 42 9.8%

総資産 45,698 45,635 △63 △0.1%
純資産 30,175 29,990 △184 △0.6%

第77期
2024年３月期

通期

売上高 50,936 50,731 △204 △0.4%
営業利益 △1,131 △1,276 △145 －
経常利益 △654 △800 △145 －

親会社株主に帰属
する当期純利益 △708 △771 △62 －

総資産 48,968 48,800 △167 △0.3%
純資産 29,098 28,842 △256 △0.9%

補足３．訂正後の連結財務諸表及びその影響額
　訂正後の３年間の連結経営成績につきましては、以下のとおりです。
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当事業年度の事業の状況

補足４．第三者調査委員会の調査結果及び再発防止策
　2024年９月９日付「第三者調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」にてお知らせのとおり、第三者調
査委員会の調査報告書で、受注時の見積りと実行予算の検証不足や社内及び監査法人とのコミュニケーション不足
等が指摘されました。当社はその結果を真摯に受け止め、再発防止策の提言に沿って再発防止策への取組みを進め
ております。
　内部統制上の不備の改善及び内部統制の強化推進の下、第三者調査委員会の調査報告書の再発防止策の提言に対
して、当社が現在具体的に取り組んでいる再発防止策は以下のとおりです。
（１）入札等の受注時の見積り正確性確保
（２）実行予算の検証方法の変更と規程化
（３）受注方針会議等の充実
（４）社内のコミュニケーションの向上
（５）会計基準及び監査法人が実施する監査に対する理解の向上

17
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当事業年度の事業の状況

内線工事
受注実績 売上実績

84.2%

受注高構成比

第76期
（2023年3月期）

39,396

第77期
（2024年3月期）

46,318

第78期
（2025年3月期）

55,867
（単位：百万円）受注高

77.8%

売上高構成比

第76期
（2023年3月期）

27,581

第77期
（2024年3月期）

37,002

第78期
（2025年3月期）

52,814
（単位：百万円）売上高

電力工事
受注実績 売上実績

7.9%

受注高構成比

第76期
（2023年3月期）

10,408

第77期
（2024年3月期）

16,759

第78期
（2025年3月期）

5,232

（単位：百万円）受注高

14.0%

売上高構成比

第76期
（2023年3月期）

7,110

第77期
（2024年3月期）

8,310

第78期
（2025年3月期）

9,485

（単位：百万円）売上高

空調給排水工事
受注実績 売上実績

7.1%

受注高構成比

第76期
（2023年3月期）

4,677

第77期
（2024年3月期）

5,237

第78期
（2025年3月期）

4,683

（単位：百万円）受注高

7.3%

売上高構成比

第76期
（2023年3月期）

3,647

第77期
（2024年3月期）

4,858

第78期
（2025年3月期）

4,978

（単位：百万円）売上高

機器製作
受注実績 売上実績

0.8%

受注高構成比

第76期
（2023年3月期）

636

第77期
（2024年3月期）

444

第78期
（2025年3月期）

563

（単位：百万円）受注高

0.9%

売上高構成比

第76期
（2023年3月期）

537

第77期
（2024年3月期）

559

第78期
（2025年3月期）

581

（単位：百万円）売上高

　事業部門別営業の状況は次のとおりであります。
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当事業年度の事業の状況

部門別 前　期 当　期 増減額 対前期比（％）

受注実績

設備工事業 68,315 65,782 △2,532 △3.7

内線工事 46,318 55,867 9,549 20.6

電力工事 16,759 5,232 △11,527 △68.8

空調給排水工事 5,237 4,683 △554 △10.6

機器製作業 444 563 119 26.8

計 68,759 66,346 △2,413 △3.5

売上実績

設備工事業 50,172 67,277 17,105 34.1

内線工事 37,002 52,814 15,811 42.7

電力工事 8,310 9,485 1,174 14.1

空調給排水工事 4,858 4,978 119 2.5

機器製作業 559 581 22 4.0

計 50,731 67,859 17,127 33.8

（連結）事業部門別営業の状況
（単位：百万円）

（注）記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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当事業年度の事業の状況

部門別 前期繰越高 当期受注高 当期完成工事高 次期繰越高

第77期

(20,117)

内線工事 20,896 17,129 17,908 20,601

電力工事 10,450 16,759 8,310 18,899

空調給排水工事 608 1,517 924 1,200

機器製作 529 444 559 415

(40,632)

計 32,485 35,850 27,703 41,117

第78期
（当期）

(23,906)

内線工事 20,601 22,640 19,335 23,867

電力工事 18,899 5,232 9,485 14,646

空調給排水工事 1,200 539 1,273 466

機器製作 415 563 581 397

(39,416)

計 41,117 28,975 30,676 39,377

（個別）事業部門別営業の状況
（単位：百万円）

（注）1．記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
2．外貨建契約による海外工事の受注高と完成工事高の為替換算差額については、当該期の次期繰越高を修正しております。
3．次期繰越高の（　）内の金額は、為替換算差額修正前の金額であります。

② 設備投資の状況
　当期中に実施した設備投資額は、12億73百万円であります。主なものは設備工事業における支社の新築費用の
ほか、賃貸物件への建替費用などであります。

③ 資金調達の状況
　当期中の重要な該当事項はありません。
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直前3事業年度の財産及び損益の状況

40,432

第75期
（2022年3月期）

55,118

第76期
（2023年3月期）

68,759

第77期
（2024年3月期）

66,346

第78期
（2025年3月期）

（単位：百万円）受注高

39,950

第75期
（2022年3月期）

38,877

第76期
（2023年3月期）

50,731

第77期
（2024年3月期）

67,859

第78期
（2025年3月期）

（単位：百万円）売上高

△124

第75期
（2022年3月期）

479

第76期
（2023年3月期）

△771
第77期

（2024年3月期）

1,748

第78期
（2025年3月期）

（単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益

△7.55

第75期
（2022年3月期）

29.39

第76期
（2023年3月期）

△48.58
第77期

（2024年3月期）
第78期

（2025年3月期）

113.86
（単位：円）1株当たり当期純利益

■■ 総資産　■■ 純資産

45,432

30,430

第75期
（2022年3月期）

45,635

29,990

第76期
（2023年3月期）

48,800

28,842

第77期
（2024年3月期）

59,039

30,589

第78期
（2025年3月期）

（単位：百万円）総資産/純資産

1,860.16

第75期
（2022年3月期）

1,855.74

第76期
（2023年3月期）

1,874.17

第77期
（2024年3月期）

1,984.17

第78期
（2025年3月期）

（単位：円）1株当たり純資産額

第75期
（2022年３月期）

第76期
（2023年３月期）

第77期
（2024年３月期）

第78期（当期）
（2025年３月期）

受注高 （百万円） 40,432 55,118 68,759 66,346
売上高 （百万円） 39,950 38,877 50,731 67,859
親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△） （百万円） △124 479 △771 1,748
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△） （円） △7.55 29.39 △48.58 113.86

総資産 （百万円） 45,432 45,635 48,800 59,039
純資産 （百万円） 30,430 29,990 28,842 30,589
１株当たり純資産額 （円） 1,860.16 1,855.74 1,874.17 1,984.17

(2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

（注）第75期、第76期、第77期の数値は、誤謬の訂正による遡及処理後の数値を記載しております。
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重要な親会社及び子会社の状況

子会社名 資本金 当社の議決権比率
（％） 主要な事業内容

武蔵野工業株式会社 90百万円 70.0 設備工事業

三喜産業株式会社 10百万円 100.0 設備工事業

山陽機電技術（上海）有限公司 1,000千US$ 100.0 設備工事業

SECT COMPANY LIMITED 20,000千THB 71.0 設備工事業

SECM SDN.BHD. 750千RM 100.0 設備工事業

SEC MASHIBAH SDN.BHD. 500千BN$ 100.0 設備工事業

SANYO ENGINEERING & CONSTRUCTION VIETNAM CO.,LTD. 168,432,000千VND 100.0 設備工事業

SEC（S）PTE.LTD. 7,800千SG$ 100.0 設備工事業

関連会社名 資本金 当社の議決権比率
（％） 主要な事業内容

SEAREFICO CORPORATION 355,667,800千VND 21.2 設備工事業

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
① 重要な親会社の状況
　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

③ 重要な関連会社の状況
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対処すべき課題

(4) 対処すべき課題
１　次期中期経営計画の策定
　2025年３月24日付「次期中期経営計画に関するお知らせ」にてお知らせのとおり、第78期（2025年３月決算
期）は第13次中期経営計画の最終年度でありましたが、2024年５月27日付にて公表した「2024年３月期計算書類
及びその附属明細書並びに連結計算書類に対する監査意見不表明に関するお知らせ」に端を発する一連の事態への対
応、内部統制の改善・強化を踏まえ、第13次中期経営計画の期間を１年間延長し、第79期（2026年３月決算期）
においてはそれぞれの現施策をより推進していくべきと判断致し、現在に至っております。
　次期中期経営計画である第14次中期経営計画につきましては、2025年度中のできるだけ早期に策定し、発表する
計画であります。
　第13次中期経営計画（2023年３月期～2025年３月期）の概要
（１）【骨子】　　～経営理念の下、Innovationに積極的に取組み、持続的成長を目指す～
　【サブテーマ】
　　◎現有施工力の最大限発揮による利益改善により、営業利益10億円を安定的に確保する体制を早期に確立し、

株主・協力業者・社員への適正な利益配分を行う。
　　◎再生可能エネルギー・ZEB関連ビジネス、人財の育成、所有不動産の有効活用に必要な成長投資を積極的に行

う。
（２）重点方針
　①お客さま、社会のニーズに応える事業基盤の強化
　②安全・品質の確保と施工力強化
　③人財の確保・育成と働き方改革の推進
　④DX推進等による生産性・収益性向上
　⑤ガバナンスの確保
　⑥SDGsへの取組み
（3）資本政策の基本的方針
　①第13次中期経営計画を推進する過程で必要となる再生可能エネルギー・ZEB関連ビジネス、人財の育成、所有

不動産の有効活用に係る投資、及び株主・協力業者・社員への適正な利益配分という視点をもった対応を行う。
　②配当還元については、DOEも考慮した配当の実施を、検討していく
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対処すべき課題

２　PBR取組み施策の推進
　当社は2023年12月６日付にて「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」を公表し、以下
の取組み施策を推進しております。
（１）事業ポートフォリオの変革

①送電工事の強化
②海外拠点ネットワークを活かした事業の推進
③不採算部門・事業所の再編

（２）工事収益力の強化
①実行予算制度の見直し
②資材調達の一元化

（３）社員エンゲージメントの向上
①人事制度の改革
②人材育成に係るプログラムの見直しと拡充

（４）財務・投資及び資本政策
①所有不動産の有効活用
②政策投資株式の保有見直し
③株主還元

（５）外部広報、IR活動の強化

３　内部統制の強化
　当社は、2024年３月31日現在の内部統制報告書の内部統制監査について、監査意見を表明しない旨の内部統制監
査報告書を受領したため、以下により内部統制の強化を図っております。
ａ．内部統制強化委員会の設置
ｂ．内部統制統括部の新設
ｃ．内部統制に係るアドバイザーとして外部専門家であるＯＡＧ監査法人とコンサルティング業務委任契約を締結

　内部統制強化委員会の事務局として内部統制統括部が第三者調査委員会の調査報告書の再発防止策の提言への対応
についての進捗管理を行い、全社で再発防止に向けた具体的な取組みを行っております。引き続きＯＡＧ監査法人の
助言及び指導に基づき、当社の内部統制の強化を推進してまいります。
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主要な事業内容、主要な営業所及び工場

(5) 主要な事業内容（2025年３月31日現在）

事業の種類 事業内容

設
備
工
事
業

内線工事 屋内外電気設備工事、内線通信設備工事、各種プラントの電気、
計装設備工事の設計、施工

電力工事 送配電線工事（架空・地中）の設計、施工
発変電設備工事の施工

空調給排水工事 空調設備工事、給排水設備工事の設計、施工

機器製作業 高低圧受配電盤、各種分電盤、制御盤、監視盤、操作盤等の設計・製作
電気関連機器の販売・保守

その他事業 太陽光発電事業

　当社グループは、当社、子会社12社及び関連会社３社で構成され、内線工事、電力工事を中心とする設備工事業
及び設備工事に関連する機器の製作・販売等の事業活動を展開しております。

(6) 主要な営業所及び工場（2025年３月31日現在）

① 本社 ：東京都千代田区二番町３番地13
② 支社 ：北海道支社、東北支社（宮城）、東京支社、中部支社（愛知）、大阪支社、広島支社、

九州支社（福岡）
③ 営業所 ：北関東営業所（埼玉）、横浜営業所、岡山営業所、福山営業所、呉営業所、徳山営業所、

新居浜営業所、松山営業所、沖縄営業所
④ 工場 ：千葉電機工場、広島電機工場
⑤ 配電センター ：倉敷配電センター、福山配電センター、広島配電センター
⑥ 海外事業所 ：台北、バングラデシュ
⑦ 連結子会社 ：武蔵野工業株式会社（東京）

三喜産業株式会社（広島）
山陽機電技術（上海）有限公司（中国）
SECT COMPANY LIMITED（タイ）
SECM SDN.BHD.（マレーシア）
SEC MASHIBAH SDN.BHD.（ブルネイ）
SANYO ENGINEERING & CONSTRUCTION VIETNAM CO.,LTD.（ベトナム）
SEC（S）PTE.LTD.（シンガポール）
PT SECM TECH INDONESIA（インドネシア）

　（注）休眠中の拠点は記載しておりません。
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使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

(7) 使用人の状況（2025年３月31日現在）

事業の種類 使用人数 前連結会計年度末比増減
設 備 工 事 業 1,399名 121名増

機 器 製 作 業 33名 1名減

全社（共通） 43名 1名減

合 計 1,475名 119名増

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数
800名 １名減 43.4歳 14.9年

① 企業集団の使用人の状況

（注）１．使用人数は就業員数であります。
２．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

② 当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であります。

(8) 主要な借入先の状況（2025年３月31日現在）

借入先 借入額（百万円）
株式会社みずほ銀行 1,813

株式会社埼玉りそな銀行 600

株式会社広島銀行 600

第一勧業信用組合 38
（注）上記は当社、武蔵野工業株式会社、SECM SDN.BHD.（マレーシア）及びPT SECM TECH INDONESIA（インドネシア）の借入でありま

す。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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株式の状況、新株予約権等の状況

2 会社の現況
(1) 株式の状況（2025年３月31日現在）

① 発行可能株式総数 80,000,000株
② 発行済株式の総数 16,000,000株（うち自己株式　645,193株）
③ 株主数 2,758名

株主名 持株数（千株） 持株比率（%）
公益財団法人八幡記念育英奨学会 2,301 15.0

神戸道雄 1,520 9.9

双栄興業株式会社 1,181 7.7

八幡信孝 803 5.2

八幡欣也 572 3.7

 株式会社太平フィナンシャルサービス 483 3.1

 サンテック従業員投資会 482 3.1

内藤征吾 479 3.1

上田八木短資株式会社 318 2.1

浜田淑生 310 2.0

④ 大株主（上位10名）

（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況
　該当事項はありません。
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会社役員の状況

会社における地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 八　幡　信　孝

兼社長執行役員
八幡不動産株式会社代表取締役
株式会社Ｓｕｎｓハウジング代表取締役
株式会社トヤマコーポレーション代表取締役
公益財団法人八幡記念育英奨学会理事長

代表取締役副社長 宮　本　賢　一 兼副社長執行役員電力本部長
代表取締役副社長 阿　部　　匡 兼副社長執行役員
取締役 門　脇　祐　幸 兼常務執行役員営業本部長兼工事統括部長
取締役 井出崎　　功 兼上席執行役員電力本部中国・四国地区担当支配人
取締役 中　尾　誠　男 株式会社なとり社外取締役
取締役 佐　藤　正　臣
常勤監査役 山　内　譲　治
監査役 岩　田　一　男 りそなリース株式会社代表取締役会長
監査役 惠　谷　英　雄

(3) 会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況（2025年３月31日現在）

（注）1．取締役中尾誠男氏及び取締役佐藤正臣氏は、社外取締役であります。
2．監査役岩田一男氏及び監査役惠谷英雄氏は、社外監査役であります。
3．監査役岩田一男氏は、都市銀行の役員及び事業会社の役員を歴任するなど、財務や会計に関する相当程度の知見を有しております。
4．監査役惠谷英雄氏は、日本銀行の管理職及び金融機関の要職を歴任するなど、財務や会計に関する相当程度の知見を有しております。
5．当社は、取締役中尾誠男氏、取締役佐藤正臣氏、監査役岩田一男氏及び監査役惠谷英雄氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立

役員として指定し、同取引所に届け出ております。

② 責任限定契約の内容の概要
　当社と各取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び各監査役は、会社法第427条第１項及び当社定款の
規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。な
お、当該責任限定が認められるのは、当該取締役（業務執行取締役等であるものを除く）又は監査役が責任の原因
となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
当該保険契約の被保険者の範囲は、以下のとおりであり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約
により被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ず
ることのある損害が填補されることになります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにす
るため法務省令で定めるものにつきましては填補の対象としないこととしております。
　なお、管理職従業員の保険金請求適用については、経営会議に諮ることとしております。

　被保険者の範囲は、取締役、監査役、執行役員、管理職従業員（本社部長、支社長、営業所長、工場長以上の従
業員）、社外派遣役員、退任役員としております。
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会社役員の状況

区　　分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（名）

基本報酬
業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取　締　役
（うち社外取締役）

97
(20)

97
(20)

－
(－)

－
(－)

7
(3)

監　査　役
（うち社外監査役）

28
(15)

28
(15)

－
(－)

－
(－)

5
(3)

合　　　計
（うち社外役員）

126
(35)

126
(35)

－
(－)

－
(－)

12
(6)

④ 取締役及び監査役の報酬等
イ．当事業年度に係る報酬等の総額

（注）1．上記の社外取締役の支給人員には、2024年6月25日開催の第77回定時株主総会終結の時をもって社外取締役から代表取締役副社長に地
位を変更した取締役１名を含んでおります。

2．監査役の支給人員には、2024年6月25日開催の第77回定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役2名（うち社外監査役１名）を含
んでおります。

3．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

ロ．業績連動報酬等に関する事項
　該当事項はありません。

ハ．非金銭報酬等の内容
　該当事項はありません。

ニ．取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
　取締役の金銭報酬の額は、2006年６月28日開催の第59回定時株主総会において、年額２億40百万円以内
（ただし、使用人分給与は含まない。）、また、監査役の金銭報酬の額は年額60百万円以内と決議いただいて
おります。
　なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は８名、監査役の員数は３名です。
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会社役員の状況

ホ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役
会の決議に際しては、予め決議する内容について独立役員４名で構成された任意の指名・報酬委員会へ諮問し、
答申を受けております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定さ
れた報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重
されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a．基本方針
　当社の取締役報酬は、当社グループの持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を図る上で、各々の取
締役が果たすべき役割を最大限に発揮するための対価とすることを基本方針とする。
　具体的には、取締役の報酬は、固定報酬（金銭報酬）として年俸制による基本報酬と業績を反映した役員賞
与により構成しております。
b．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関
する方針を含む。）
　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位に基づく基準額に、各役員の役割・職責を反映した
加算を行う体系とする。基本報酬のレベルは、当社の事業規模、当社の従業員給与水準、在任年数、業界水
準、及び優秀な人財を確保（登用）・維持するための観点等を総合的に勘案して、年に一度、過去の実績を参
考に、これを取締役会で決定するものとする。
　また、上記方針の作成は、指名・報酬委員会に諮問し、答申を受けたうえで、取締役会において決議するも
のとする。
　役員賞与は、各役員の年度計画達成へのインセンティブ及びその成果への対価として支給するものとし、前
年度の担当部門業績考課・個人の業績寄与度を反映した体系とする。
　賞与水準は基本報酬の３か月分を基本とし、業績に応じ増減した上で配分するものとする。
　なお、業績考課については、短期的な数量成果（受注金額、売上、収益額）の他に、中長期にわたる当社の
企業価値向上への質的な貢献度の成果にも配慮した要素をも考慮し、総合的に判断するものとする。
c．取締役の個人報酬等のうち、業績連動報酬等に係る業績指数の内容及び金額（算定方法）の決定方針
　業績連動報酬は、採用しない。
d．取締役の個人報酬等の基本報酬・業績連動報酬・非金銭報酬の割合の決定方針
　基本報酬を100％とする。
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会社役員の状況

兼任状況 当社との関係

取締役 中　尾　誠　男 株式会社なとり
社外取締役 特別な関係はありません。

監査役 岩　田　一　男 りそなリース株式会社
代表取締役会長 特別な関係はありません。

e．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長に具体的報酬額の決定を委任し、その委
任を受けた代表取締役社長は各取締役の基本報酬の額及び各取締役担当事業の業績を踏まえた賞与水準を決定
します。
　個人別の報酬額の内容の決定に際しては、指名・報酬委員会に諮問し、答申を受けております。

　監査役報酬の基本方針は、基本報酬のみとし、その報酬レベルは、取締役の基本報酬を基準としながら、優秀
な人財の採用・確保のために他社の水準も考慮し、監査役の協議により決定するものとしております。

へ．取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
　取締役会は、代表取締役社長八幡信孝に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部
門の業績等を踏まえた賞与水準の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各
取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任
された内容の決定にあたっては、上記方針のとおり、事前に任意の指名・報酬委員会がその妥当性等について確
認しております。

⑤ 社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
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会社役員の状況

取締役会（21回開催） 監査役会（21回開催）
出席回数（回） 出席率（％） 出席回数（回） 出席率（％）

取締役 中　尾　誠　男 21 100.0 － －

取締役 佐　藤　正　臣 21 100.0 － －

取締役 阿　部　　匡 7 100.0 － －

監査役 岩　田　一　男 21 100.0 21 100.0

監査役 惠　谷　英　雄 14 100.0 15 100.0

発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役　中尾誠男
長年にわたり会社経営に携わった専門家としての経験・見識を活かし、社外取締役としての客観的立
場から経営に関する助言・提言を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための
適切な役割を果たしております。また、任意の指名・報酬委員会の委員長として、客観的・中立的な
立場で役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。

取締役　佐藤正臣

企業における長年の経験、エンジニアリング会社の専門性及び総務部門の経験と幅広く高度な経営の
見識を活かし、社外取締役としての客観的立場から経営に関する助言・提言を行うなど、取締役会の
意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、任意の指名・報
酬委員会の委員として、客観的・中立的な立場で役員報酬等の決定過程における監督機能を担ってお
ります。

監査役　岩田一男
都市銀行の役員及び事業会社の役員を経験され、その知識・経験を活かし、経営に対する客観的・中
立的な立場から助言・提言を行うなど、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保す
るための適切な役割を果たしております。また、任意の指名・報酬委員会の委員として、客観的・中
立的な立場で役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

監査役　惠谷英雄
日本銀行の管理職及び金融機関の要職を経験され、その知識・経験を活かし、経営に対する客観的・
中立的な立場から助言・提言を行うなど、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保
するための適切な役割を果たしております。また、任意の指名・報酬委員会の委員として、客観的・
中立的な立場で役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

ロ．当事業年度における主な活動状況
・取締役会及び監査役会への出席状況

　阿部匡氏の出席回数は、第77回定時株主総会以前の社外取締役としての出席回数を記載しております。
　惠谷英雄氏の出席回数は、第77回定時株主総会にて選任後の出席回数を記載しております。

・取締役会及び監査役会における発言状況
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会計監査人の状況

監査法人アリア RSM清和監査法人

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 48百万円 －百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額 48 〃 － 〃

(4) 会計監査人の状況
① 名称　　　監査法人アリア（一時会計監査人）
（注）当社の会計監査人でありましたRSM清和監査法人は、2024年6月30日付をもって辞任いたしました。それに伴い、2024年9月9日開催の監

査役会において監査法人アリアを一時会計監査人として選任し、同監査法人が就任いたしました。

② 報酬等の額

（注）1．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分してお
らず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2．監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人から
の必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務遂行状況や報酬見積りの算出根
拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

3．当社の重要な子会社のうち在外子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこの資格に相当する
資格を有するものを含む）の監査を受けております。

③ 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員
の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集され
る株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
　また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会は、その解任
又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。

⑤ 責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。
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(5) 業務の適正を確保するための体制
　当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保
するための体制について取締役会にて決議しております。その内容は、以下のとおりであります。
① 当社及び子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・企業行動憲章及び企業行動規範を定め、コンプライアンス・リスク管理体制を確立するための取り組みを行い、
法令・定款違反を未然に防止する。

・取締役が他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は直ちに監査役及び取締役会に報告する。
・反社会的勢力による不当要求に対して組織全体で対応し、反社会的勢力とは一切の取引関係を持たない。
② 当社及び子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・情報管理基本方針を整備し、取締役会規則、情報管理規程等を定め、情報の適切な保存及び管理をする。
③ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理規程を定め、同規程においてグループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理し、リスク管理体制を明
確にする。
④ 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会を定期的に開催し迅速な意思決定と効率的な業務執行を行う。また、社外取締役を置くことにより、経
営の透明性と健全性を確保する。

・取締役の職務執行の効率性を確保するために取締役の合理的な職務分掌、チェック機能を備えた権限規程等を定
める。
⑤ 当社及び子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・法令・定款・企業行動規範及び社内規程等を従業員に周知徹底する。
・内部通報制度を定め、違法行為・不正行為等を早期に発見し、是正する。
・重大性に応じて、取締役会が再発防止策を策定し、全社的にその内容を周知徹底する。
⑥ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社及びグループ会社における業務の適正を確保するため、グループ企業行動憲章を定め、これを基礎として、
グループ各社で諸規程を定める。

・取締役は、当社及びグループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場
合には、監査役に報告する。
⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・監査役の職務を補助する使用人として、監査室所属の使用人に、監査業務に必要な事項を命令することができ
る。
⑧ 前号の使用人の取締役からの独立性及び監査役による当該使用人に対する指示の実効性の確保に関
する事項

・監査役の職務を補助すべき使用人は取締役の指揮命令に服さないものとし、その人事考課、異動及び懲戒につい
ては監査役の同意を得る。
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⑨ 当社及び子会社の取締役及び使用人が当社の監査役会又は監査役に報告をするための体制その他の
監査役会又は監査役への報告に関する体制、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け
ないことを確保するための体制

・取締役は、監査役に対して、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したとき
には当該事実に関する事項を速やかに報告する。

・内部監査部門、リスク管理部門、法務・コンプライアンス部門を担当する取締役は、担当部門の業務状況につい
て監査役に報告する。

・取締役は、監査役から職務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告を行わなければならな
い。また、使用人が監査役から職務執行に関する事項の報告を求められた場合に速やかに報告を行うことができ
る体制を整備する。

・監査役に報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないものとする。
・監査役の職務を執行する上で必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を支払うも
のとする。
⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、内部監査部門の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正等を求めるこ
とができる。

・監査役は、会計監査人の監査計画について、事前に報告を受ける。
⑪ 財務報告の信頼性を確保するための体制
・財務報告の信頼性確保及び内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統制システムを整備し、運用する
体制を構築する。

(6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。
① コンプライアンスに関する取組
　当社は、コンプライアンス体制を構築しており、統括責任者、統括管理者の他、各部署に責任者、管理者を配置
しております。
　統括責任者及び統括管理者は、コンプライアンスの徹底のため、全従業員宛、コンプライアンス啓蒙機関紙を発
行しており、職場ごとの勉強会の実施状況を監査項目に入れることにより、コンプライアンスに関する取り組みを
確実なものとしております。
② リスク管理に関する取組
　当社グループは、リスク管理規程に基づき管理しており、重大な経営リスクが発生したときは、対策本部を設置
し、危機の解決・克服もしくは回避のため迅速な対応を行う体制を整えております。
③ 取締役の職務執行の適正性及び効率性の向上に関する取組
　取締役会は、社外取締役２名を含む取締役７名で構成されており、社外監査役２名を含む監査役３名も出席して
おります。
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　当事業年度においては21回開催されており、各議案について活発な意見交換を行う審議及び決議を行っており
ます。また、取締役会においては、重要な業務執行に関する意思決定のみならず、業務執行に関する報告を受け、
取締役の職務執行の監督を行っております。また、当社は、業務執行上の機関として経営会議を設置しており、取
締役会の迅速かつ機動的な意思決定と企業経営の実現及び取締役会による取締役等に対する監督強化を目的とし
て、法令上取締役会による専決事項とされている事項以外の業務執行の一部を取締役会から委任された経営会議が
行っております。
　経営会議は、代表取締役社長、本社所属の業務執行取締役、本社所属の執行役員から選定された者により構成さ
れ、当事業年度において27回開催し、業務執行に係る重要事項等に対する組織的かつ迅速な意思決定を行ってお
ります。また、経営会議には、常勤監査役が出席し必要な意見を述べ、社外取締役、社外監査役は、必要に応じ参
加し、助言・提言を行っております。
　なお、当社は、執行役員制度を採用し、特定の業務執行に関する権限を取締役会によって執行役員に付与してお
ります。執行役員は、取締役会への月に一度の業務報告のほか、執行役員会を当事業年度においては４回開催して
おります。
④ 企業集団における業務の適正性の向上に関する取組
　当社グループにおける業務執行の状況などの把握については、関係会社管理規程に基づきグループ会社からの事
業計画の進捗報告や会議などを通じて情報を取得し、協議をしております。
　また、当社において定められた企業行動憲章及び企業行動規範は、グループ会社の規程にも組み込まれ、グルー
プ会社において周知徹底されております。また、当社監査役や監査室が各種諸法令に従ってグループ各社の監査に
努めております。
⑤ 監査役への報告及び監査の実効性確保等に関する取組
　監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名で構成されています。当事業年度においては、21回開催されて
おり、取締役会議案を含む監査に関する重要な事項についての報告と協議を行っております。監査役は、監査役会
での協議及び個々の監査役の知見をもとに、取締役会の場に限らず随時適切に当社取締役に提言を行っておりま
す。また、当社は、監査役が取締役、監査室並びに会計監査人と定期的に意見交換する場を保障し、コンプライア
ンスや内部統制の整備状況など多岐にわたる事項について意見交換をしております。加えて、当社は、監査役が監
査に必要な情報についてこれを提供するとともに、当該情報取得の保障の観点から必要な会議への出席を保障して
おります。
　また、社外取締役と社外監査役に常勤監査役を加えた「独立役員プラスワン会議」を原則、四半期に一度開催
し、独立役員間、常勤監査役及び会計監査人との連携を確保し、情報共有を図る体制を整えております。

(7) 会社の支配に関する基本方針
　該当事項はありません。
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連結貸借対照表

連結貸借対照表 （単位：百万円）

科目 第78期
2025年3月31日現在 科目 第78期

2025年3月31日現在

資産の部 負債の部
流動資産

現金預金
受取手形・完成工事未収入金等
電子記録債権
未成工事支出金
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産

建物及び構築物
機械装置及び運搬具
工具、器具及び備品
土地
リース資産
建設仮勘定
無形固定資産
投資その他の資産

投資有価証券
退職給付に係る資産
投資不動産
繰延税金資産
その他
貸倒引当金 　

39,842
9,111

28,394
1,272

98
2,098

△1,132
19,196
8,365
2,850

392
110

4,924
66
22
433

10,397
2,866
1,093
5,932

36
508

△39 　

流動負債 26,990
支払手形・工事未払金等 14,417
電子記録債務 2,157
短期借入金 3,051
未払法人税等 516
未成工事受入金 3,332
完成工事補償引当金 12
工事損失引当金 629
賞与引当金 688
訂正関連費用引当金 6
その他 2,177

固定負債 1,459
繰延税金負債 464
役員退職慰労引当金 11
執行役員退職慰労引当金 41
退職給付に係る負債 284
その他 657

負債合計 28,450
純資産の部
株主資本 28,052

資本金 1,190
資本剰余金 83
利益剰余金 27,255
自己株式 △475
その他の包括利益累計額 2,413

その他有価証券評価差額金 758
為替換算調整勘定 1,458
退職給付に係る調整累計額 196
非支配株主持分 122
純資産合計 30,589

資産合計 59,039      負債・純資産合計 59,039

連結計算書類

（注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書 （単位：百万円）

科目
第78期

2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで

売上高
完成工事高 67,859

売上原価
完成工事原価 60,079

売上総利益 7,779
販売費及び一般管理費 5,656
営業利益 2,123
営業外収益 912
受取利息配当金 105
受取地代家賃 510
持分法による投資利益 20
為替差益 26
その他 249

営業外費用 396
支払利息 60
不動産賃貸費用 193
その他 142

経常利益 2,639
特別利益 236
投資有価証券売却益 226
その他 10

特別損失 287
減損損失 45
固定資産除却損 59
訂正関連費用引当金繰入額 159
その他 22

税金等調整前当期純利益 2,588
法人税、住民税及び事業税 766
法人税等調整額 19
当期純利益 1,802
非支配株主に帰属する当期純利益 54
親会社株主に帰属する当期純利益 1,748
（注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

38



2025/05/27 12:30:10 / 24178695_株式会社サンテック_招集通知_電子提供措置用

貸借対照表

貸借対照表 （単位：百万円）

科目 第78期
2025年3月31日現在 科目 第78期

2025年3月31日現在

資産の部 負債の部
流動資産

現金預金
受取手形
電子記録債権
完成工事未収入金
未成工事支出金
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産

建物及び構築物
機械装置及び運搬具
工具、器具及び備品
土地
リース資産
建設仮勘定
無形固定資産
投資その他の資産

投資有価証券
関係会社株式
関係会社出資金
長期貸付金
長期前払費用
前払年金費用
会員権
投資不動産
その他
貸倒引当金 　

17,491
3,998

7
1,054

10,645
23

2,848
△1,086
18,348
8,186
2,818

353
77

4,914
1

22
408
9,753
2,388

577
126
172
20

835
112

5,654
79

△211 　

流動負債 10,650
電子記録債務 2,026
工事未払金 3,016
短期借入金 1,800
リース債務 1
未払法人税等 187
未成工事受入金 824
完成工事補償引当金 12
工事損失引当金 610
賞与引当金 417
訂正関連費用引当金 6
その他 1,749

固定負債 1,026
繰延税金負債 348
執行役員退職慰労引当金 41
その他 636

負債合計 11,676
純資産の部
株主資本 23,440
資本金 1,190
利益剰余金 22,726

利益準備金 297
その他利益剰余金 22,428

圧縮記帳積立金 152
別途積立金 21,000
繰越利益剰余金 1,276

自己株式 △475
評価・換算差額等 722

その他有価証券評価差額金 722
純資産合計 24,163

資産合計 35,840      負債・純資産合計 35,840

計算書類

（注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

損益計算書 （単位：百万円）

科目
第78期

2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで

売上高
完成工事高 30,676

売上原価
完成工事原価 26,421

売上総利益 4,255
販売費及び一般管理費 3,768
営業利益 486
営業外収益 905
受取利息配当金 170
受取地代家賃 521
その他 214

営業外費用 412
支払利息 16
不動産賃貸費用 186
貸倒引当金繰入額 79
為替差損 14
その他 115

経常利益 980
特別利益 230
投資有価証券売却益 226
その他 4

特別損失 279
減損損失 45
固定資産除却損 59
訂正関連費用引当金繰入額 159
その他 15

税引前当期純利益 931
法人税、住民税及び事業税 258
法人税等調整額 25
当期純利益 646
（注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結会計監査報告

監査法人アリア
東京都港区
代 表 社 員 公認会計士 茂 木　秀 俊業 務 執 行 社 員
代 表 社 員 公認会計士 山 中　康 之業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2025年５月22日

株式会社　サンテック
取締役会　御中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社サンテックの2024年４月１日から2025年３月31日までの連結会
計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行っ
た。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社サンテッ
ク及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の
責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従
って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対し
て意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算
書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にそ
の他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求め
られている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

監査報告

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結会計監査報告

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示すること
にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行
い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施
する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際
して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業
の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関
する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくな
る可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示し
ているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査
人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な
水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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会計監査報告

監査法人アリア
東京都港区
代 表 社 員 公認会計士 茂 木　秀 俊業 務 執 行 社 員
代 表 社 員 公認会計士 山 中　康 之業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2025年５月22日

株式会社　サンテック
取締役会　御中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社サンテックの2024年４月１日から2025年３月31日までの
第78期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以
下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係
る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の
責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して
意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等
又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他
の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求め
られている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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会計監査報告

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することに
ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我
が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうか
について合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行
い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施
する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の
前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい
るかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な
水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第78期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作
成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等
及び一時会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、監査室その他の使用人
等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社
については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし
た。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びそ
の子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定め
る体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役
及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしまし
た。

③　一時会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、一時会計監査人
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、一時会計監査人から「職務の遂行が適
正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企
業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び
連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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監査役会監査報告

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の
記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　一時会計監査人監査法人アリアの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
⑶　連結計算書類の監査結果
　一時会計監査人監査法人アリアの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

常勤監査役 山内譲治 ㊞
社外監査役 岩田一男 ㊞
社外監査役 惠谷英雄 ㊞

2025年５月23日

株式会社　サンテック　監査役会

　

以　上
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地図

会場
東京グリーンパレス 地下１階「らん」の間
東京都千代田区二番町２番地

交通

J R 四ツ谷・市ヶ谷駅 徒歩８分
東京メトロ 有楽町線麴町駅 徒歩１分
東京メトロ 南北線市ヶ谷・四ツ谷駅 徒歩10分
東京メトロ 丸ノ内線四ツ谷駅 徒歩８分
東京メトロ 半蔵門線半蔵門駅 徒歩８分
都営地下鉄 新宿線市ヶ谷駅 徒歩８分

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

株主総会会場ご案内図

都営新宿線

東京メトロ
南北線 東

京
メ
ト
ロ

　
　
有
楽
町
線

東
京
メ
ト
ロ

　
　
半
蔵
門
線

みずほ
銀行

JR市ヶ谷駅

JR四ツ谷駅

上智大学

ベルギー大使館

公園

みずほ銀行

半蔵門駅

麹町駅
５番出口

東京グリーンパレス

セブンイレブン

GS

JR市ヶ谷駅

JR四ツ谷駅
ベルギー大使館

公園

三菱UFJ銀行
みずほ銀行

半蔵門駅

麴町駅
５番出口

サンテック本社
セブンイレブン

※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

ご出席の株主さまへのお食事、お土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。


